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当施設は、ご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供します。 

施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明 

します。 

 

１．利用施設 

（１）介護保険事業者番号      第３９７０３０００８７号 

（２）施設の種類               指定介護老人福祉施設 

（３）施設の名称               特別養護老人ホーム「つつじの丘」 

（４）施設の所在地             高知県安芸市川北乙１７３５番地 

（５）電話番号   ０８８７－３５－５５５７（事務所） 

                      ０８８７－３５－５５２７（介護職員室） 

（６）管理者氏名            中屋  隆 

（７）入所定員                 ５０名 

 

２．職員配置状況 

職種 常勤換算 指定基準 

施設長（管理者）    １名 １名 

介護職員  １６名以上 １６名 

生活相談員      １名 １名 

看護職員   ３名以上 ３名 

機能訓練指導員 １名 １名 

介護支援専門員       １名 １名 

医師（嘱託）       １名 １名      

管理栄養士       １名 １名 

 

<主な職種の勤務体制> 

職種 勤 務 体 制 

医師（内科） 隔週（火曜日） 13：00～17：00 

介護職員 

 

 

看護職員 

標準的な時間帯における配置人員 

早朝：７：００～１６：００         ４名 

日中：８：３０～２２：００    ８～１０名 

（看護師：８：３０～１７：３０） 

夜間： ２２：００～ ７：３０        ２名 

生活相談員 ８：３０～１７：３０ 

機能訓練指導員 ８：３０～１７：３０ 

                        ※土日は上記と異なります。 

 

３．当施設が提供するサービス 

（１）以下のサービスについては、居住費、食費を除き通常 9 割が介護保険から給付されます。 

  ①居室の提供 

②食事         朝食 ８：００～   昼食 １２：００～    夕食 １７：００ ～ １８：００ 

             ※ 基本的には上記ですが、季節及びご希望やご本人様の状態に合わせた 

対応の時間を調整しています。 
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③入浴         年間を通じて入浴又は清拭を週２回行います。 

④排泄介助     個別の状況にあわせ随時と定時を組み合わせておこないます。 

⑤その他       日常生活全般に関し必要な介護を介護計画により提供します。 

⑥機能訓練     入所者の日常生活動作の改善、自立の意欲の促進を図るとともに、心身の

条件に応じて、機能の維持向上、減退防止の訓練を行います。入所者の残

存能力を活用させるための補助具の考案、活用などを行い、より豊かな自

立生活の支援に努めます。 

 

サービス利用料金（１日あたり） 

下記の利用料金表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給

付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払下さい。(サービス利用料金は、要介護度に応じて異

なります。 

１ ． ご 契約 者 の

要介護度とサー

ビス利用料金 

 

 
要介護度 

1 

要介護度 

２ 

要介護度 

３ 

要介護度 

４ 

要介護度 

５ 

多床室 ５,８９０円 ６,５９０円 ７,３２０円 ８,０２０円 ８,７１０円 

従来型

個室 
５,８９０円 ６,５９０円 ７,３２０円 ８,０２０円 ８,７１０円 

２．うち、介護保

険から給付され

る金額 

多床室 ５,３０１円 ５,９３１円 ６,５８８円 ７,２１８円 ７,８３９円 

従来型

個室 
５,３０１円 ５,９３１円 ６,５８８円 ７,２１８円 ７,８３９円 

３．サービス利用

に係る自己負担

額（１－２） 

多床室 ５８９円 ６５９円 ７３２円 ８０２円 ８７１円 

従来型

個室 
５８９円 ６５９円 ７３２円 ８０２円 ８７１円 

４．日常生活支援 

継続加算（Ⅰ） 

３６円 ①算定日の属する月の前６月間又は前１２月間における新規入所者の

総数のうち、要介護状態区分が要介護４又は要介護５の者の占める割

合が１００分の７０以上であること 

②算定日の属する月の前６月間又は前１２月間における新規入所者の

総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認

められることから介護を必要とする認知症である者の占める割合が、１

００分の６５以上であること 

     ③社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号に揚げる行為を

必要とする者の占める割合が入所者の１００分の１５以上であること 

（①～③のいずれかに該当すること） 

５．看護体制加算 (Ⅰ) ロ ４円   常勤看護師 1 名以上の配置。２４時間連絡体制を確保。 

６. 夜勤職員配置加算 

        （Ⅰ） イ 

22 円 夜勤の介護職員・看護職員数が最低基準を 1 人以上 

上回っている場合 

７．介護職員等処遇改善

加算（Ⅰ） イ 

所定単位数に加算区分（Ⅰイ）加算率（16.3％）を乗じた単位数を算定し、 

算定された単位数に単価 10.0 を乗じた額の１割～3 割が加算額となります。 

（介護保険負担割合証によって異なります） 

＊以下 ８～１０ の加算は該当者もしくは施設が該当となった場合のみ 

８．初期加算 ３０円  入所後の 30 日間と 30 日を超える入院後に再び入所した後の３０日間 

９．看取り介護加算 

（死亡日以前の 45 日間） 

① ７２円   死亡日以前 ３１日以上４５日以下 

② １４４円  死亡日以前 ４日以上３０日以下 

③ ６８０円  死亡日以前 ２日または３日 

④ １２８０円 死亡日 

10．療養食加算 
６円/１食  入所者の心身の状況によって医師の食事箋に基づき適切な栄養 

量および内容の食事が提供されている場合 

11．入院および外泊時 ２４６円  1 ヶ月 6 日を限度とするも、2 ヶ月に及ぶ場合は 12 日を限度とする 
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食  費  ･  居  住  費  

・食事に係る 

 自己負担額 

R8 年 

７月まで 

利用者負担第 １ 段階     ３００円 

利用者負担第 ２ 段階     ３９０円 

利用者負担第 ３ 段階-①   ６５０円 

利用者負担第 ３ 段階-② １,３６０円 

利用者負担第 ４ 段階    １,４４５円 

R8 年 

８月から 

利用者負担第 １ 段階     ３００円 

利用者負担第 ２ 段階     ３９０円 

利用者負担第 ３ 段階-①   ６８０円 

利用者負担第 ３ 段階-② １,４２０円 

利用者負担第 ４ 段階    １,５４５円 

 

 
・居住費に係る

自己負担額 

 

 

多床室 

利用者負担第 １ 段階      ０円 

利用者負担第 ２ 段階    ４３０円 

利用者負担第 ３ 段階-①  ４３０円 

利用者負担第 ３ 段階-②  ５３０円 （R8 年 8 月から） 

利用者負担第 ４ 段階    ９１５円 

従来型

個室 

利用者負担第 １ 段階     ３８０円 

利用者負担第 ２ 段階    ４８０円 

利用者負担第 ３ 段階-①  ８８０円 

利用者負担第 ３ 段階-②  ９８０円 （R8 年 8 月から） 

利用者負担第 ４ 段階   １，２３１円 

※居室と食事にかかる費用について、負担限度額認定(所得に応じての段階)を受けている場合には、

認定証に記載している負担限度額とします。 

※高額介護サービス費 ・・・施設サービスの自己負担分（食事･居住に係る自己負担額を除く）で 

利用者負担の段階を超える額については償還されます(申請が必要) 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービスの概要 

① 理容・美容 

② 預り金・貴重品の管理 

預り金・貴重品管理サービスについて、入所者または身元引受人がそのサービスを希望し、

また、施設もその必要があると認めた場合にご利用いただけます。 

○ 管理する金銭の形態 ： 施設の指定する金融機関に預け入れている預金 

○ お預りするもの     ： 預金通帳、印鑑、健康保険証、介護保険等 

（貴金属類は、原則としてお断りします。） 

○ 保管管理者      ： 施設長、事務職員、生活相談員。複数で管理します。 

○ 出納管理方法     ： 預り金・貴重品管理要綱 により行います。 

         ※預り金より、日常生活で必要な現金の出し入れを行いますので、できるだけ指定の 

金融機関口座を設けていただくようお願いします。 

③ 日常生活上必要となる諸費用 

日常生活品の購入代金等、入所者の日常生活に要する費用で負担いただくことが適当 

であるものにかかる費用は実費です。 

○   特別な食事代（嗜好品含む）    ○  専用タオル等の購入実費 

○  個人的趣味等の材料費       ○  専門業者に出すクリーニング代 

○ 予防接種の実費             ○  衣類、歯ブラシ、化粧品、嗜好品等 

※下記の諸費用については、個別の相談を受けながら、その都度金額を設定させて 

頂きます。 

* その他介護サービスと関連しない経費 
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４．入所中の医療の提供について 

ご本人の健康状態を、協力医療機関及び当施設が把握するため、入所前に医療機関にて

健康診断を受けて頂きます。 

入所後は協力医療機関の専門外や緊急の場合を除き、すべて協力医療機関の医療的管理と 

なります。 

特別な疾病等で協力医療機関以外の指定が必要な場合については、事前に当施設の協力医 

療機関と相談をしてください。また、緊急の場合における協力病院を設けています。 

 

  配置医師の所属する医療機関 

医療機関の名称 医療法人瑞風会 森澤病院 

所在地 高知県安芸市本町２丁目 13－32 

 

協力医療機関 

医療機関の名称 医療法人瑞風会 森澤病院 

所在地 高知県安芸市本町２丁目 13－32 

診療科 
内科、外科、脳神経外科、整形外科、胃腸科、循環器科、歯科、皮

膚科 

 

５．居室の指定及び変更 

   生活支援の都合上、居室場所の設定に当たっては、こちらで決めさせていただきます。 

なお、要介護度が変更になった場合や、隣室の入所者とのトラブル等がある場合等で居室を変 

更していただく事が有りますのでご了承下さい。 

 

６．施設利用の留意事項 

当施設のご利用にあたって、施設に入所されている利用者の共同生活の場としての快適で、

安全性を確保するため下記の事項をお守り下さい。 

 

（１）持ち込みの制限 

入所にあたり危険物、生活空間に大きく制限が出来る物品等の持込は制限させて頂きます。 

 

（２）面 会 （事前に電話予約必要） 

原則として、月曜～土曜日（日曜・祝日除く）の 14:00～16：00 となります。 

ご都合により上記以外をご希望の場合はご相談下さい。 

 ※予約受付は 8：30～17：30 の時間帯でお願いいたします。 

※日曜、祝日、年末年始（12 月 30 日～1 月 3 日）及び、平日の１7：30 以降は正面玄関を

施錠いたします。 

    ※感染予防対応状況において面会の制限をさせていただく場合がございます。 

（３）外出・外泊 

外出、外泊をされる場合は、事前にお申し出下さい。尚、緊急やむをえない場合はその限り 

でありませんが、感染症予防対応で制限が掛かる場合も有りますので、ご了承下さい。 

（４）食事 

食事が不要な場合は、前日までにお申し出下さい。ただし、時間が過ぎてしまった場合等 

は負担していただきます。 
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（５）施設・設備の使用上の注意 

・居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

・故意に又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず施設、設備を壊たり、汚し 

たりした場合にはご契約者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価を 

お支払いいただく場合があります。 

・入所者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上必要があると認められる場合に

は、入所者の居室内に立ち入り必要な措置を取ることができるものとします。但し、その場

合ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。 

・当施設の職員や他の入所者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動

を行うことはできません。 

・居室への家電（テレビ等）持ち込みの場合は、事前に連絡が必要となります。なお、共同生

活により音量や時間制限をさせていただき、生活をしていただきます。 

（６）喫 煙 

    指定の喫煙スペース以外での喫煙はできません。  

 

７．事故発生時の対応 

（１）入所者に施設サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等

に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。 

（２）入所者に施設サービスの提供により事故が発生した場合は、事故の状況及び事故に際して

取った処置について記録をします。 

（３）入所者に対する施設サービス提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を行う

ものとします。 

 

８．損害賠償について 

   当施設において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やか 

にその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

 

９．苦情処理・相談 

   施設利用上の苦情及び相談先については下記のとおりとなります。 

 また施設内に二箇所、苦情･意見箱を設置しておりますのでご意見等お寄せください。 

 

（１） サービスに関する相談・苦情 

お客様相談窓口 

電 話 番 号 ０８８７－３５－５５２７ 

F A X 番号 ０８８７－３２－０１２０ 

生活相談員氏名 今西 航洋（イマニシ コウヨウ） 

対 応 時 間 ８：３０～１７：３０ 

 

 

（２） 公的機関においての苦情申し立て 

高知県国民健康 

保険団体連合会 

 （国保連） 

所 在 地 高知市丸の内２丁目６番５号 

電 話 番 号 ０８８－８２０－８４１０ 

F A X 番号 ０８８－８２０－８４１３ 

対 応 時 間 ９：００～１２：００、１３：００～１６：００ 
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市町村介護保険 

相談窓口 

(安芸市役所) 

所 在 地 高知県安芸市土居 82 番地 1 

電 話 番 号 ０８８７－３５－１００３ 

F A X 番号 ０８８７－３５－１５５５ 

対 応 時 間 ８：３０～１７：１５ 

 

１０．看取りに関する基本方針 

   社会福祉法人 内原野会は医師の診断のもと、利用者が回復不能な状態に陥ったときには 

最後の場所及び治療等について本人の意思、並びに家族の意向を最大限に尊重して看取り 

介護を行います。 

看取り介護を希望される利用者、家族に対しては「看取りに関する指針」を説明の上、書面 

で同意を得るものとします。 

利用者、家族への支援を最後の時点まで継続し、やむを得ず病院や在宅等に搬送する利用 

者においても、搬送先の病院等への引き継ぎ、利用者、家族への継続的な支援を行っていくも 

のとします。 

 

１１．身体拘束について 

  介護サービスの提供にあたり、利用者本人又は他利用者等の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないもの

とします。 

 

１２．高齢者虐待防止について 

  介護サービスの提供にあたり、利用者の人権の擁護、虐待の防止等を推進する観点から虐待

等の発生を防止するための措置として、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を

定め担当者を配置します。また、高齢者虐待防止に向けた周知を図り、高齢者本人とその家族

だけでなく介護職員等も虐待について明確にし防止に向けた充実を図ります。 

 

１３．個人情報に関する基本方針 

   社会福祉法人 内原野会（以下「法人」）は、保有する利用者等の個人情報に関し適性かつ

適切な取り扱いに努力するとともに、広く社会からの信頼を得るために自主的なルール及びよ

び体制を確立し、個人情報の保護を図ることをここに宣言します。 

（１） 個人情報の適切な取得、管理、利用、開示、委託 

① 個人情報の取得にあたり、利用目的を明示した上で、必要な範囲の情報を取得し利用 

目的を通知または公表し、その範囲内で利用します。 

② 個人情報の取得、利用、第三者提供にあたり、本人の同意を得ることとします。 

③ 法人が委託をする医療･福祉関係者は、業務の委託にあたり、個人情報保護法と厚生労 

働省のガイドラインの趣旨を理解し、それに沿った対応を行う事業者を選定し委託先へ 

の適切な監督をします。 

 （２） 個人情報の安全性確保の措置 

 

① 法人は、個人情報保護の取組みを全役職員に周知徹底させるために、個人情報に関

する規則等を整備し、必要な教育を継続的に行います。 

 ② 個人情報への不正アクセス、個人情報の漏洩、滅失、またはき損の予防及び是正の為、 

法人内において規則等を整備し、安全対策に努めます。 
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③ 個人情報の開示、訂正、更新、利用停止、削除、第三者提供の停止等の申し出がある場 

合には、相談窓口において速やかに対応します。 

④ 苦情の対応 

法人は、個人情報取り扱いに関する苦情に対し適切かつ迅速な対応に努めます。 

 

１４．個人情報の利用目的 

   社会福祉法人 内原野会は、個人情報保護法および利用者の権利と尊厳を守り、安全管 

理に配慮する「個人情報に関する基本指針」の下、ここに利用者の個人情報の「利用目的」を

公表します。 

 

【利用者の介護サービスの提供に必要な利用目的】 

 （１） 施設内部での利用目的 

  ① 施設が利用者等に提供する介護サービス 

  ② 介護保険事務 

  ③ 介護サービスの利用に係る施設の管理運営業務のうち次のもの 

     ・ 入退所等の管理          ・ 会計、経理 

     ・ 介護事故、緊急時等の報告   ・ 当該利用者の介護 

 （２） 他の介護事業者等への情報提供を伴う利用目的 

  ① 施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

     ・ 利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業所や居宅介護支援事業所と 

の連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 

     ・ その他の業務委託 

     ・ 利用者の診療等にあたり、外部の医師の意見･助言を求める場合 

  ② 介護保険事務のうち 

     ・ 審査支払い機関へのレセプトの提出 

     ・ 審査支払い機関または保険者からの照会への回答 

③ 損害賠償保険に係る保険会社等への相談または届出等 

 

【上記以外の利用目的】 

 （１） 施設内部での利用に係る利用目的 

  ① 施設の管理運営業務のうち次のもの 

     ・ 介護サービスや業務の維持･改善の基礎資料 

     ･ 施設等において行われる学生等への実習への協力 

     ・ 施設において行われる事例研究等 

     ・ 施設発行の広報誌や行事等の写真の施設内掲示 

     ･ 居室の名札の提示 

 （２） 他の事業者等への情報提供に係る利用目的 

 ① 施設の管理運営業務のうち次のもの 

    ・ 外部監査期間･評価機関等への情報提供 

    ・ 施設外において行われる事例研究等 

 



8 

１５．個人情報の使用に係る同意 

以下に定める条件の通り、私及び身元引受人は、社会福祉法人 内原野会が、私及び身元

引受人、家族の個人情報を利用目的の必要最低限の範囲内で使用、提供または収集すること

に同意します。 

（１） 利用期間    介護サービス提供に必要な期間および契約期間に準じます。 

（２） 利用目的 

 ① 介護保険における介護認定の申請および更新、変更のため 

 ② 利用者に関わる施設サービス計画（ケアプラン）を立案し、円滑にサービス提供を行うた

めに、実施するサービス担当者会議での情報提供のため 

 ③ 医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体（保険者）、そ

の他社会福祉団体等との連絡調整のため 

 ④ 利用者が医療サービスの利用を希望している場合及び主治医等の意見を求める必要の

ある場合 

 ⑤ 利用者の利用する介護事業所内でのカンファレンスのため 

 ⑥ 行政の開催する評価会議、サービス担当者会議 

 ⑦ その他サービス提供で必要な場合 

 ⑧ 上記各号に関わらず、緊急を要するときの連絡等の場合 

（３） 使用条件 

 ① 個人情報の提供は必要最低限とし、サービス提供に関わる目的以外決して利用しない。

また利用者とのサービス利用に関わり契約の締結前からサービス終了後においても、第

三者に漏らさない。 

 ② 個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、請求があれば開

示する。 

 

１６．重要事項説明書の追加・変更 

介護保険法等の改正により介護サービス利用料金が変更、及び職員人員配置の変更、勤

務時間帯の変更等がある場合は、入所者及び身元引受人に説明するとともに、この重要事項

説明書を追加・変更し、刷新してお渡しいたします。 

 

１７．重要事項説明書の確認及び個人情報使用に係る同意 

   重要事項説明書を読み合わせして確認されたこと、また個人情報の使用に同意されたことを、

別紙に記入して証明していただきます。 

 

１８．緊急時の対応方法 

   利用者に容体の変化などがあった場合は、医師に連絡するなど必要な処置を講ずるほか、

ご家族の方に速やかに連絡致します。 

 

第一連絡 

氏    名 協力病院 森澤病院  主治医 

住    所 高知県安芸市本町２丁目１３番３２号 

連 絡 先 0887-34-1155 
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第二連絡（身元引受人） 

氏    名  

住    所  

連 絡 先  

 

１９．第三者による評価の実施状況 

第三者による評価の実施状況  １ あり 実施日  

  評価期間名称  

  結果の開示  1 あり  2 なし 

  2 なし   

 

20．介護現場におけるハラスメントの基本方針 

   基本方針は、職員が安心して働くことができるハラスメントのない労働環境の構築及び利用者

に対する継続的で円滑な介護サービスの提供を行うため、事業者として、利用者や家族等（以

下「利用者等」という。）によるハラスメントに対する基本的な考え方やその対応について定め、

職員への共有及び利用者や家族等への周知を行います。 

 

相 談 窓 口 

事業所        ： 社会福祉法人内原野会 理事長 小松 悟 

介護職員相談窓口 ： 高知県子ども福祉政策部 地域福祉政策課 

TEL 090-6366-3000（ 月～金 10：00～16：00 ） 

 

21．非常災害時への対応 

 （１）災害時の対応 

    第一に利用者の安全確保を可能な限り行います。その後、可能な限り速やかにご家族へ

の連絡を行います。このために職員緊急連絡網及びご家族への緊急連絡網を整備します。

また、近隣施設応援体制を構築します。 

 （２）防火設備 

    スプリンクラー屋内消火設備、自動火災報知設備、非常通報設備等 

 （３）防火訓練 

    消防法令に基づき、消防計画をたて、職員及び利用者が参加する消火、通報及び避難訓 

練を実施しています。 

・ 年３回（地震及び風水害） ・年 2 回（避難訓練、うち 1 回は夜間想定） 

・ 福祉避難所開設の訓練（年 1 回） 

 （４）非常災害対策 

    非常災害対策として消火設備、その他の非常災害に際して必要な設備を設け、関係機関 

へ通報及び連携体制を整備し、非常災害に関する具体的な契約や通報、連携体制につ 

いて定期的に職員に周知します。 

 （５）災害に備えて 

    非常食料、飲料水、医薬品、日用品等の備蓄をしています。 また、電話回線不通となっ 

た場合に備えて、消防署等と無線で交信できるようにしています。 



10 

２2．重要事項説明書の施行日 

この重要事項説明書は、平成 15 年 4 月 1 日より施行します。 

 

平成 27 年 7 月 1 日 改正 

平成 27 年 8 月 1 日 改正 

平成 29 年 4 月 1 日 改正 

平成 30 年 4 月 1 日 改正 

平成 30 年 9 月 1 日 改正 

平成 31 年 4 月 1 日 改正 

令和 1 年 10 月 1 日 改正 

令和 2 年 1 月 1 日 改正 

令和 2 年 4 月 1 日 改正 

令和 2 年 9 月 1 日 改正 

令和 3 年 4 月 1 日 改正 

令和 4 年 10 月 1 日 改正 

令和 5 年 4 月 1 日 改正 

令和 6 年 4 月 1 日 改正 

令和 7 年 12 月 1 日 改正 

令和 8 年 4 月 1 日 改正 

令和 8 年 6 月 1 日 改正 

 


